
○新規指定相談で処遇改善加算の取得も希望する場合

○法人格変更で廃止新規の手続きを行い、処遇改善加算の取得も希望する場合

○今年度既に加算を取得しており、事業所又は事業者を廃止する場合

⇒廃止の旨の変更届が必要になります。特に事業者自体が廃止になる場合、実績報告の
案内をする関係で処遇改善（特別）加算作業グループへの御連絡が必要です。

※加算内容、届出様式の記載方法等詳細は以下問い合わせ先に御連絡下さい。

新規の届出が必

要 

今年度既に別事業所で
加算を取得していたか 

YES NO 

新規の届出が必要 

今年度既に加算を取得
していたか 

YES NO 

変更の届出が必

要 

廃止の旨の変更届

及び新規の届出が

必要 

＜問い合わせ及び書類提出先＞ 

東京都福祉保健局障害者施策推進部 

処遇改善加算担当（障害福祉） 
 

電話：０３－５３２０－４２３０ 

ＦＡＸ：０３－５３８８－１４０８  

処遇改善（特別）加算の各種届出に係る手続きについて 


